
差別事例分析表 

１「障がいを理由とした差別的取扱い（※正当な理由に基づく場合でないもの）」と考えられる募集事例  

（１）障がいを理由として建物その他の施設の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件をつける 

種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

視
覚 【事例 5（※商品販売・サ

ービス提供分野より）】

温泉で盲導犬の同伴を

断られた。 

未
然
防
止
策 

①条例に「差別的取扱

い」を禁止する規定を

設け、市民への周知を

図る 

②市民・事業者等に対し

て、障がいや障がい者

への理解を深める周

知啓発を行う 

③施設・公共交通機関職

員に対して、障がいや

障がい者への理解を

深める研修を実施す

る 

 

差別の禁止（第 7条 行

政機関等の不当な差

別的取扱いを禁止／

第8条 事業者の不当

な差別的取扱いを禁

止） 

周知啓発（第 15 条 啓

発活動の推進） 

環境整備（第 5 条 行政

機関等及び事業者は、

必要かつ合理的な配

慮を的確に行うため、

自ら設置する施設の

改善・関係職員に対す

る研修等の環境整備

に努める） 

差別の禁止（第2条 「不

利益取扱い」等を、「差

別」と定義。なくすべ

き「不利益取扱い」を

分野別に具体的に定

める／第8条 差別の

禁止） 

周知啓発（第4条 県は、

障がいのある人に対

する理解を広げ、差別

をなくすための施策

を策定し、実施する／

第 6条 県民は、障が

いのある人に対する

理解を深めるよう努

める） 

差別の禁止（第20条 道

及び道民は、差別や

「不利益な扱い」をし

てはならない） 

周知啓発（第 6 条 道民

等は、障がい等に対す

る理解を深める／第

10 条 道は、障がい等

に対する理解を深め

るよう、普及啓発等，

必要な措置を講ずる）

差別の禁止（第 2 条 差

別をすること等を、

「不利益な取扱い」と

定義／第7条 不利益

な取扱いの禁止） 

周知啓発（第4条 県は、

障がいについての理

解の促進等に関する

施策を策定し、実施す

る／第 6 条 県民等

は、障がいについての

理解を深める） 

研修（第 10 条 県は、

全職員が障がいにつ

いての知識等を深め

るために必要な措置

を講ずるよう努める）

差別の禁止（第2条 「差

別」となる行為につい

て、分野別に具体的に

定義／第9条 差別の

禁止） 

周知啓発（第 5 条 市民

及び事業者は、障がい

者に対する理解を深

める） 

 

差別の禁止（第 8 条 不

利益取扱いの禁止に

ついて、分野別に具体

的に定める） 

周知啓発（第 6条 県民

は、障がい者に対する

理解を深める／第 21

条 県は、障がい者に

対する県民の理解を

深めるため、啓発活動

の推進等，必要な措置

を講ずる） 

差別の禁止（第 6条 差

別の禁止） 

周知啓発（第4条 市は、

障がい等への理解を

広げるための施策を

実施する責務を有す

る／第 5 条 市民等

は、障がい等への理解

を深める／第8条 市

は、障がい等への理解

を深めるよう必要な

措置を講じる） 

研修（第 8条 市は、全

職員が障がい等に関

する理解を深めるた

めの必要な措置を講

じる） 

事
後
対
応
策 

①相談・紛争解決機関を

設置し、相談・助言・

あっせん・勧告・公表

等を行う 

相談（第 14 条 相談体

制の整備） 

相談・紛争（第 14 条 国

及び地方公共団体は、

障がいを理由とする

差別に関する相談及

び紛争解決の体制の

整備を図る） 

相談（第 14～19 条 地

域相談員・広域専門指

導員） 

紛争解決（第 20～28 条

障がい者差別に係る

紛争解決のための手

続(助言・あっせん・

勧告)） 

紛争解決（第 41～48 条

障がい者が暮らしや

すい地域づくり委員

会(指導・勧告・公表)）

相談（第 15 条 県が相

談に応じ、これに対す

る助言及び調整等必

要な措置を講ずる） 

紛争解決（第 10～15 条 

障がい者差別に係る

紛争解決の仕組み(助

言・あっせん・勧告・

公表、権利擁護委員

会)） 

相談（第 11～15 条 不

利益取扱い等に関す

る相談） 

紛争解決（第 16～20 条・

第 22 条 不利益取扱

い等に該当する事案

解決の仕組み(助言・

あっせん・勧告・公表、

調整委員会)） 

相談（第 15 条 差別に

対する相談・助言等／

第 16 条 相談員） 

紛争解決（第 17～21 条

障がい者差別に係る

紛争解決の仕組み(助

言・あっせん・勧告、

調整委員会)） 

視
覚 【事例 6（※商品販売・サ

ービス提供分野より）】

市内の飲食店で盲導犬

の同伴を断られた。 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

建物・公共交通分野 

1 
 



2 
 

 

種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

肢
体
不
自
由 

【事例 2（※商品販売・サ

ービス提供分野より）】

車椅子の人とレストラ

ンに行く場合、事前に

連絡しないと入れませ

ん。（70 歳／女性／中央

区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 8（※商品販売・サ

ービス提供分野より）】

お祭りに行った際、お

客が多く混み合うとい

う理由から、駐車場へ

の入場を断られた。（38

歳／男性／西区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

 

 

（２）障がいを理由として公共交通機関の利用を拒み、若しくは制限し、又はこれらに条件をつけること 

種
別 募集事例 

対
策事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

肢
体
不
自
由 

【事例 1】バス停で待って

いたが、スロープを出

せないので、次の停留

所へ行って欲しいと言

われた。（64 歳／男性／

西区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 2】トキメッセの前

から新潟駅へ行く低床

バスに乗ろうとしたと

ころ、乗車拒否された。

（64 歳／男性／西区） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

肢
体
不
自
由 

【事例 8】区バスに乗って

出かけようとしたが、

「付き添いがいないと

無理」と言われ、悲し

かった。（36 歳／男性／

南区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 11】障がい者にな

ったばかりの頃（約 20

年前）、「障がい者は、

飛行機に乗ってはいけ

ない」と言われた。（70

歳／女性／中央区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 13】雨の日にバス

停で待っていたのに、

バスに停車してもらえ

なかった。（66 歳／男性

／西区） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 36】「Ｂ駅には駅員

がいない。Ｃ駅は今日

の集計をしていて忙し

く対応できない」との

理由で， 寄のＢ駅で

はなく，二駅先のＤ駅

で降りることとなっ

た。（40 代／女性／西

区） 

未
然
防
止
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 46】車椅子を使用

し、ひとりでバスに乗

る時に、「障がい者がひ

とりでバスに乗るな。」

と、運転手に言われた。

（54 歳／女性／西区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

肢
体
不
自
由 

【事例 51】駅から車椅子

マークが付いているバ

スに乗ろうとしたら、

乗車を断わられた。（14

歳／男性／東区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

知
的 【事例 51】駅から車椅子

マークが付いているバ

スに乗ろうとしたら、

乗車を断わられた。（14

歳／男性／東区）【再】 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

難
病 【事例 13】雨の日にバス

停で待っていたのに、

バスに停車してもらえ

なかった。（66 歳／男性

／西区）【再】 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

 

 

※正当な理由がある場合としては、次のような例が考えられます。 

・ 施設・公共交通機関の構造上やむを得ない場合。 

（例） 通路の幅を広げるなど施設の構造を変更してしまうと、代替不可能な文化的な価値を損ねてしまう場合。 

（例） 車いすで中に入ろうとした場合に、施設等を損傷させてしまう場合。 

（例） 施設等の老朽化のため障がい者の安全を確保できない場合。 

・ 人の生命、身体、財産に対する侵害が生じる具体的な危険がある場合。 

 （例） 気圧の変化や酸素濃度の低下により身体に悪影響を及ぼす機能障がいのある者について、飛行機の搭乗を拒否する場合。 
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２「合理的配慮の不提供（※お金や労力の負担が過度にかかりすぎないもの）」と考えられる募集事例 

（１）建物その他の施設に関して障がいの特性に応じてきめ細かく配慮や工夫が望まれる募集事例 

種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

視
覚 【事例 4】駅構内には、し

っかり点字ブロックが

付いているのに、一歩

外に出た駅ロータリー

には、点字ブロックが

無いので不便です。（62

歳／女性／西蒲区） 

未
然
防
止
策 

①条例に「合理的配慮の

不提供」を禁止する規

定を設け、市民への周

知を図る 

②市民・事業者等に対し

て、障がいや障がい者

への理解を深める周

知啓発を行う 

③施設・公共交通機関職

員に対して、障がいや

障がい者への理解を

深める研修を実施す

る 

④施設・公共交通機関職

員が、各障がい者の障

がい特性に応じた配

慮を行う 

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 7条 行政

機関等は、合理的な配

慮をしなければなら

ない／第8条 事業者

は、合理的な配慮をす

るように努める） 

周知啓発（第 15 条 啓

発活動の推進） 

環境整備（第 5 条 行政

機関等及び事業者は、

必要かつ合理的な配

慮を的確に行うため、

自ら設置する施設の

改善・関係職員に対す

る研修等の環境整備

に努める） 

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 2条 「合

理的配慮の不提供」等

を、「差別」と定義／

第 8条 差別の禁止）

周知啓発（第4条 県は、

障がいのある人に対

する理解を広げ、差別

をなくすための施策

を策定し、実施する／

第 6条 県民は、障が

いのある人に対する

理解を深めるよう努

める） 

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 20 条 道

及び道民は、学校、公

共交通機関、職場その

他障がい者が生活を

するために必要な場

において「合理的配

慮」に努める） 

周知啓発（第 6 条 道民

等は、障がい等に対す

る理解を深める／第

10 条 道は、障がい等

に対する理解を深め

るよう、普及啓発等，

必要な措置を講ずる）

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 2条 「合

理的配慮の不提供」等

を、「不利益な取扱い」

と定義／第7条 不利

益な取扱いの禁止） 

周知啓発（第4条 県は、

障がいについての理

解の促進等に関する

施策を策定し、実施す

る／第 6 条 県民等

は、障がいについての

理解を深める） 

研修（第 10 条 県は、

全職員が障がいにつ

いての知識等を深め

るために必要な措置

を講ずるよう努める）

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 2条 「差

別」となる行為につい

て、分野別に具体的に

定義（合理的配慮に基

づく措置の不提供含

む）／第 9条 差別の

禁止） 

周知啓発（第 5 条 市民

及び事業者は、障がい

者に対する理解を深

める） 

建物・交通（第 26 条 市

は、道路、建物等の整

備・管理に当たって

は、障がい特性に応じ

た 必 要 な 配 慮 を 行

う・建物及び公共交通

機関を管理する事業

者は、障がい特性に応

じた配慮を行うよう

努める） 

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 9条 社会

的障壁の除去のため

の合理的配慮がなさ

れなければならない）

周知啓発（第 6条 県民

は、障がい者に対する

理解を深める／第 21

条 県は、障がい者に

対する県民の理解を

深めるため、啓発活動

の推進等，必要な措置

を講ずる） 

「合理的配慮の不提供」

の禁止（第 7条 市、

市民、事業者は、社会

的障壁の除去を実施

し合理的配慮に努め

るものと，分野別に定

める） 

周知啓発（第4条 市は、

障がい等への理解を

広げるための施策を

実施する責務を有す

る／第 5 条 市民等

は、障がい等への理解

を深める／第8条 市

は、障がい等への理解

を深めるよう必要な

措置を講じる） 

研修（第 8条 市は、全

職員が障がい等に関

する理解を深めるた

めの必要な措置を講

じる） 

事
後
対
応
策 

①相談・紛争解決機関を

設置し、相談・助言・

あっせん・勧告・公表

等を行う 

相談・紛争（第 14 条 国

及び地方公共団体は、

障がいを理由とする

差別に関する相談及

び紛争解決の体制の

整備を図る） 

相談（第 14～19 条 地

域相談員・広域専門指

導員） 

紛争解決（第 20～28 条

障がい者差別に係る

紛争解決のための手

続(助言・あっせん・

勧告)） 

紛争解決（第 41～48 条

障がい者が暮らしや

すい地域づくり委員

会(指導・勧告・公表)）

相談（第 15 条 県が相

談に応じ、これに対す

る助言及び調整等必

要な措置を講ずる） 

紛争解決（第 10～15 条 

障がい者差別に係る

紛争解決の仕組み(助

言・あっせん・勧告・

公表、権利擁護委員

会)） 

相談（第 11～15 条 不

利益取扱い等に関す

る相談） 

紛争解決（第 16～20 条・

第 22 条 不利益取扱

い等に該当する事案

解決の仕組み(助言・

あっせん・勧告・公表、

調整委員会)） 

相談（第 15 条 差別に

対する相談・助言等／

第 16 条 相談員） 

紛争解決（第 17～21 条

障がい者差別に係る

紛争解決の仕組み(助

言・あっせん・勧告、

調整委員会)） 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

視
覚 【事例 9】積雪時、横断歩

道にエスコートゾーン

が無いため、歩きにく

かった。（65 歳／男性／

東区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

視
覚 【事例 24】新潟市の公共

サービス施設が入居し

ている民間施設に、入

口からエレベーターま

での点字ブロックの設

置を要望しているが、

管理者と入居テナント

の理解を得られず、未

だ設置されていない。 

未
然
防
止
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

視
覚 【事例 25】市の公共施設

が新設される際、一人

でもトイレに行けるよ

う入口から総合案内ま

での点字ブロックに加

え、トイレまで設置し

てほしいと要望した

が、案内所の職員が誘

導するとのことで認め

られなかった。 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

視
覚 【事例 29】段ボール箱が、

点字ブロックの上まで

はみ出ている。（55 歳／

女性／中央区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

視
覚 【事例 30】歩道点字ブロ

ック上に、工事用のパ

ネルがあった。（63 歳／

女性／東区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

視
覚 【事例 31】点字ブロック

上を歩行中、自転車に

ぶつかり、転んだ。（63

歳／女性） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 12】精神面のケア

のため外出を望むが、

公共交通や道路の段差

で非常に困難である。

（82 歳／男性／西区） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 16】座るときと、

椅子に腰掛けたときに

足を投げ出した状態の

ため，車の後部座席や

映画館などの固定座席

で、前の座席に足がぶ

つかって座れない。（69

歳／男性／南区） 

未
然
防
止
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 17】じゅんさい池

公園の車椅子道は、路

肩が崩れた箇所や道が

削られてデコボコの箇

所がある。（72 歳／男性

／東区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

肢
体
不
自
由 

【事例 19】上肢まひもあ

り車で移動している身

障者が、ほんぽーとの

駐車場の駐車券が取れ

ないために、利用でき

ないでいる。（70 歳／男

性／中央区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 20】万代市民会館

は、駐車場が 20 台分く

らいしか確保されてお

らず、身障者専用駐車

場がないため、車を利

用している歩行障がい

者が利用できない。（70

歳／男性／中央区） 

未
然
防
止
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 30】歩道点字ブロ

ック上に、工事用のパ

ネルがあった。（63 歳／

女性／東区）【再】 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 31】点字ブロック

上を歩行中、自転車に

ぶつかり、転んだ。（63

歳／女性）【再】 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 50】歩道の整備の

悪さのため、危険な思

いをすることもありま

す。自転車なども怖い

ことがあります。（17 歳

／男性／西区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

内
部
機
能 

【事例 12】精神面のケア

のため外出を望むが、

公共交通や道路の段差

で非常に困難である。

（82 歳／男性／西区）

【再】 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

知
的 【事例 50】歩道の整備の

悪さのため、危険な思

いをすることもありま

す。自転車なども怖い

ことがあります。（17 歳

／男性／西区）【再】 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

 

（２）公共交通機関に関して障がいの特性に応じてきめ細かく配慮や工夫が望まれる募集事例 

種
別 募集事例 

対
策事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

視
覚 【事例 22】白杖を持った

視覚障がい者が単独で

バスに乗車した際、席

が空いていれば、一言

「席が空いています

よ。」と運転手に声掛け

してほしい。 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

視
覚 【事例 39】バスに乗る際

に、細かい字が見えず、

乗り過ごしたりした。

（48 歳／女性） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

視
覚 【事例 48】バス停が見え

ない。（49 歳／男性／中

央区） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

視
覚 【事例 53】バスを利用し

降りる際、道路事情の

ためかバス停のポール

の前に止まり、そのこ

とを分からないまま降

りてポールにぶつかっ

た。白杖を持ち、一人

で移動していることは

すぐに分かるのだか

ら、「ポールがあるの

で、注意してください」

という一言を掛けて欲

しい。 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 26】シルバーカー

でバスを利用していま

すが、出入口、座席間

が狭いバスがまだ多

い。（82 歳／男性／西

区） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

肢
体
不
自
由 

【事例 50】公共交通機関

などバリアフリーでな

いことが多いと思いま

す。ハードウェアがバ

リアフリーでなくて

も、周りの人々が半助

けしてくだされば、バ

リアがあることが、か

えって心の交流ができ

ることがあります。（17

歳／男性／西区） 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

知
的 【事例 39】バスに乗る際

に、細かい字が見えず、

乗り過ごしたりした。

（48 歳／女性） 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 
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種
別 

募集事例 
対
策 

事例対応策（案） 差別解消法 千葉県条例 北海道条例 岩手県条例 さいたま市条例 熊本県条例 八王子市条例 

知
的 【事例 50】公共交通機関

などバリアフリーでな

いことが多いと思いま

す。ハードウェアがバ

リアフリーでなくて

も、周りの人々が半助

けしてくだされば、バ

リアがあることが、か

えって心の交流ができ

ることがあります。（17

歳／男性／西区）【再】 

未
然
防
止
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策 

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

発
達
障
が
い 

【事例 39】バスに乗る際

に、細かい字が見えず、

乗り過ごしたりした。

（48 歳／女性）【再】 

未
然
防
止
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

事
後
対
応
策

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 

 

 

 

３「その他」の募集事例 

（１）制度やサービスの改善等に関する意見 

【事例 14】夜間でも、障がい者がバスを使用できるようになると助かります。（肢体不自由、難病／66 歳／男性／西区） 

【事例 15】障がい者用車椅子トイレは、満足な所が少ない。（肢体不自由／67 歳／女性／西区） 

【事例 18】ほんぽーとの駐車場は、30分しか無料でないため、私のような自家用車しか移動手段のない障がい者は利用できない。（肢体不自由／70 歳／男性／中央区） 

【事例 23】本人用のりゅーとカードで、同伴するガイドヘルパーの料金も併せて支払えるようにしてほしい。 

【事例 27】食育センター前にバス停がない。（肢体不自由／82歳／男性／西区） 

【事例 28】障がい者トイレの数が少ない。（肢体不自由／82 歳／男性／西区） 

【事例 35】バス運賃割引をするために、福祉手帳のコピー（福祉手帳の更新中のため、役所が作成したもの）を呈示したら、運転手が「コピーはダメだ。名前と番号を言え。」と言われた。（精神／34 歳／女性／江南区） 

【事例 38】外出先に大人用の車いすの方がおむつ交換するところが少ない。 

【事例 44】バスの乗務員の人は、不親切なことが多い。（70 歳／女性／中央区） 

【事例 45】障がい者も健常者も共に使い易いようなシステム（例：駅の乗り継ぎ）を考えて欲しい。（肢体不自由／61歳／男性／西区） 
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（２）障がいに対する無理解・誤解・偏見等がある事例 

【事例 3】バスを利用した時、指ぶれの為、バスカードを上手に差せませんでした。そしたら、運転手さんから「ただでいいから早く乗れ」と怒られました。（精神(指ぶれ)／44 歳／男性／西区） 

【事例 5】全盲の仲間が「行き先がわからない」との理由で、タクシーを途中で下車させられた。幸い私が探して見つけたので大事には至らなかったが、せめて何か目印の建物等を教えて、下車させるべきだったと思う。（視覚、

難病(網膜色素変性症)） 

【事例 6】電車の遅れで乗降するホームが変更になったため、顔を見ただけでは知的障がいがあるとはわからない子供が、どこに行けばよいか駅員に尋ねたところ、「自分で調べろ」と言われた。（肢体不自由、知的／30歳／男性

／中央区） 

【事例 21】おもいやり駐車場にタクシーが駐車していたため、駐車できなかった。（肢体不自由／73 歳／女性／東区） 

【事例 32】歩道上や横断歩道上に車が止まっていた。（視覚／45 歳／男性／中央区） 

【事例 37】バスに乗っていた知的障がいがあると思われる男性の声に対して，乗客の男性が、きつい口調で「いいかげんにしろ、うるさいぞ。」と話しているのを聞きました。 

【事例 54】スーパー等で障がい者用駐車場に、一般の方が車を停めている。（肢体不自由／70歳／女性／北区） 

【事例 55】障がい者用駐車場に、障がいの無い人が、平気で停めているのが困ります。（肢体不自由／70歳／女性／中央区） 

【事例 56】自転車の走行の仕方に不安を感じます。「軽車両」になって、基本車道を通行とのこと。障がいを持つ人は、今までと変わるということが苦手です。（発達障がい／36歳／男性／中央区） 

【事例 61】車いす用の駐車場に、平気で健常者が車を停めている。（肢体不自由、知的／46 歳／女性／西区） 

 

（３）その他 

【事例 7】顔を見ただけでは知的障がいがあるとはわからない子供が、残額のないバスカードを持ってバスに乗ってしまった。すると、運転手に途中で降ろされてしまった。（肢体不自由、知的／30 歳／男性／中央区） 

 


